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裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
る
営
業
職
の
人
数
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
百
四
十
一
回
労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
で
示
さ
れ
た
、
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
案
要
綱
（
諮
問
時
か
ら
の
変
更
点
を
反
映
さ
せ
た
も
の
）
」
（
以
下
、
「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
「
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
」
の
対
象
業
務
の
追
加
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
点
に
関
し
、
以
下
、
質
問
し
ま
す
。

一

「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
で
は
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
に
追
加
す
る
業
務
と
し
て
「
事
業
の
運
営
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
繰
り
返
し
、
企
画
、
立
案
、
調
査
及
び
分
析
を
主
と
し
て
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
活
用
し
、
当

該
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
の
実
施
状
況
の
把
握
及
び
評
価
を
行
う
業
務
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
の
労
働
基
準

法
に
お
け
る
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
で
対
象
と
な
ら
な
い
理
由
を
示
す
と
と
も
に
、
現
在
の
企
業
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な

部
署
に
所
属
し
、
業
務
を
行
う
労
働
者
が
対
象
に
な
り
う
る
の
か
を
示
し
て
下
さ
い
。

二

一
に
つ
い
て
、
新
た
に
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
と
な
り
う
る
労
働
者
は
約
何
人
で
す
か
。
百
人
以
上
で
す
か
、

そ
れ
と
も
千
人
以
上
で
す
か
。
法
律
を
改
正
し
て
ま
で
新
た
に
対
象
と
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も

一
定
の
人
数
以
上
の
労
働
者
が
存
在
す
る
と
思
う
の
で
、
そ
の
新
た
に
対
象
と
な
る
労
働
者
の
概
数
を
示
し
て
下
さ
い
。
あ

一



わ
せ
て
、
そ
う
し
た
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
数
の
概
数
を
示
し
て
下
さ
い
。

三

「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
で
は
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
に
追
加
す
る
業
務
と
し
て
「
法
人
で
あ
る
顧
客
の
事

業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
、
立
案
、
調
査
及
び
分
析
を
主
と
し
て
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
活

用
し
、
当
該
顧
客
に
対
し
て
販
売
又
は
提
供
す
る
商
品
又
は
役
務
を
専
ら
当
該
顧
客
の
た
め
に
開
発
し
、
当
該
顧
客
に
提
案

す
る
業
務
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
の
労
働
基
準
法
に
お
け
る
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
で
対
象
と
な
ら
な
い
理
由

を
示
す
と
と
も
に
、
現
在
の
企
業
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
部
署
に
所
属
し
、
業
務
を
行
う
労
働
者
が
対
象
に
な
り
う
る
の
か

を
示
し
て
下
さ
い
。

四

三
に
つ
い
て
、
新
た
に
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
と
な
り
う
る
労
働
者
は
約
何
人
で
す
か
。
百
人
以
上
で
す
か
、

そ
れ
と
も
千
人
以
上
で
す
か
。
法
律
を
改
正
し
て
ま
で
新
た
に
対
象
と
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も

一
定
の
人
数
以
上
の
労
働
者
が
存
在
す
る
と
思
う
の
で
、
そ
の
新
た
に
対
象
と
な
る
労
働
者
の
概
数
を
示
し
て
下
さ
い
。
あ

わ
せ
て
、
そ
う
し
た
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
数
の
概
数
を
示
し
て
下
さ
い
。

五

商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
当
該
顧
客
と
の
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締
結
を
行
う
業
務
に
携
わ
る
労
働
者

は
、
直
近
の
統
計
上
、
何
人
で
す
か
。

二



六

二
〇
一
七
年
の
労
働
力
調
査
で
は
、
雇
用
者
で
あ
る
営
業
職
業
従
事
者
は
三
百
十
四
万
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う

ち
、
「
働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
」
で
追
加
さ
れ
る
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
に
な
り
う
る
の
は
約
何
割
、
何

人
か
。

七

平
成
二
十
五
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
で
は
、
「
一
般
労
働
者
（
平
均
的
な
者
）
」
の
一
日
の
実
労
働
時
間
は
何

時
間
何
分
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

八

平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
の
森
本
委
員
に
対
す
る
加
藤
大
臣
の
答
弁
で
、
平
成
二
十
五
年
度

労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
に
あ
る
「
平
均
的
な
者
」
に
つ
い
て
一
日
の
実
労
働
時
間
を
九
時
間
三
十
七
分
と
答
弁
し
て
い

ま
す
が
、
こ
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
「
一
般
労
働
者
（
平
均
的
な
者
）
」
で
実
労
働
時
間
が
八
時
間
未
満
の
人
は
勘
案
さ

れ
て
い
ま
す
か
。
勘
案
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
一
般
労
働
者
（
平
均
的
な
者
）
」
の
実
労
働
時
間
は
九
時
間
三
十
七
分
と

な
ら
ず
、
加
藤
大
臣
の
答
弁
は
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。

九

最
低
賃
金
の
労
働
者
が
裁
量
労
働
制
の
対
象
と
な
る
場
合
で
、
み
な
し
労
働
時
間
を
一
時
間
超
え
て
労
働
し
た
場
合
に
、

賃
金
を
実
労
働
時
間
で
除
せ
ば
、
最
低
賃
金
を
下
回
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
低
賃
金
法
に
違
反
し
ま
せ
ん
か
。

右
質
問
す
る
。

三


